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 （趣旨） 

第１条 この要綱は、枚方市におけるＳＤＧｓの推進のシンボルとなるロゴマーク（以下「ＳＤＧ

ｓロゴマーク」という。）の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （仕様） 

第２条 ＳＤＧｓロゴマークのデザインは、別に定める仕様（以下「ガイドライン」という。）の

とおりとする。 

 （著作権等） 

第３条 ＳＤＧｓロゴマークに関する著作権その他の一切の権利は、市に帰属する。 

 （条件等） 

第４条 ＳＤＧｓロゴマークの使用の条件は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 市長が認める用途のみに使用すること。 

 ⑵ ガイドラインを遵守すること。 

 ⑶ ＳＤＧｓロゴマークを商標法（昭和34年法律第127号）の規定による商標登録、意匠法（昭

和34年法律第125号）の規定による意匠登録その他の登録を行い、又は新たな権利の設定をし

ないこと。 

 ⑷ ＳＤＧｓロゴマークの使用の承認によって生じる権利又は義務を第三者に貸与し、譲渡し、

又は継承しないこと。 

 ⑸ ＳＤＧｓロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件（以下「使用物件」という。）に

ついて、市が作成し、製造し、販売し、又は品質を保証する等市が責任を負うものであると誤

認されるおそれがないよう必要な配慮を行うこと。 

 ⑹ 使用物件の使用に当たり、第三者に損害を生じさせないよう必要な配慮を行うこと。 

２ ＳＤＧｓロゴマークの使用は、無償とする。 

 （使用の承認の申込み） 

第５条 ＳＤＧｓロゴマークを使用しようとする者は、所定の申込書を市長に提出し、承認を受け

なければならない。 

２ 前項の申込書には、別に定める書類を添付しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものが使用する場合は、市長の承認を得

ることを要しない。 

 ⑴ 別に定めるＳＤＧｓの取組みについての登録を行った個人又は団体 

 ⑵ 市内の学校、保育所その他の教育又は保育を行う機関 

 ⑶ 報道機関 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長の承認を得ることを要しないと認めたもの 



 （使用の承認の決定等） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申込みがあった場合は、その適否を審査し、適当と認め

るときは、ＳＤＧｓロゴマークの使用の承認を決定する。 

２ 市長は、前項の規定によるＳＤＧｓロゴマークの使用の承認の決定（以下「使用決定」とい

う。）に際し、必要な条件を付することがある。 

３ 市長は、使用決定をしたときは、速やかに、所定の通知書（以下「承認通知書」という。）に

よりその決定の内容及びこれに付した条件を申込みを行った者（以下「申込者」という。）に通

知するものとする。 

４ 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、ＳＤＧｓロゴマークの使用の不承認を決定

し、所定の通知書によりその内容を申込者に通知するものとする。 

 ⑴ 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。 

 ⑵ 特定の思想、史観又は主義主張に偏り、市の中立性を損なうおそれがあるとき。 

 ⑶ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項

に規定する風俗営業のために利用されるおそれがあるとき。 

 ⑷ 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるとき。 

 ⑸ 市の品位を傷つけ、又は信用を害するおそれがあるとき。 

 ⑹ 政治活動又は宗教活動を目的とするとき。 

 ⑺ 特定の個人又は団体を市が公認しているとの誤解を与えるおそれがあるとき。 

 ⑻ 営利目的で使用し、又は使用するおそれがあるとき。ただし、ＳＤＧｓの普及及び啓発に資

するものとして市長が認める場合を除く。 

 ⑼ ＳＤＧｓロゴマークをガイドラインに従って使用しないおそれがあるとき。 

 ⑽ 暴力団等の利益になるおそれがあるとき。 

 ⑾ 前各号に掲げる場合のほか、市長がＳＤＧｓロゴマークの使用を不適当と認めるとき。 

 （使用の期間） 

第７条 ＳＤＧｓロゴマークの使用の期間は、承認通知書で定める期間（第５条第３項の規定に基

づいて使用するもの（以下「登録企業等」という。）にあっては、無期限）とする。 

 （承認内容の変更等） 

第８条 第６条第１項の規定による決定を受けた者（以下「使用決定者」という。）が、承認通知

書に定める条件を変更してＳＤＧｓロゴマークを使用しようとするときは、所定の申込書に別に

定める書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ ＳＤＧｓロゴマークの使用の期間に係る条件を変更しようとするときは、当該期間の満了する

日の２週間前までに、前項に規定する申込書を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による申込書の提出があった場合は、その適否を審査し、条件の変更の

承認又は不承認を決定する。 

４ 前項の規定による決定の内容は、所定の通知書（以下「変更承認通知書」という。）により当

該申込書を提出したものに通知するものとする。 

 （使用物件の製造の委託） 



第９条 ＳＤＧｓロゴマークを使用する者（以下「使用者」という。）は、使用物件の製造を第三

者に委託するときは、受託者がこの要綱に違反することがないよう管理監督する責任を負うもの

とする。 

 （違反行為の是正） 

第10条 市長は、使用者が承認通知書若しくは変更承認通知書に定める条件又はこの要綱に違反す

ると認めるときは、使用者に対し、その是正を求めることがある。 

２ 前項の規定による是正に要する費用は、使用者が負担するものとする。 

 （使用決定の取消し等） 

第11条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、使用決定を取り消すことがある。 

 ⑴ ＳＤＧｓロゴマークの使用の内容が第５条第４項各号に掲げる事項に該当すると認めると

き。 

 ⑵ 第４条第１項各号に掲げる使用の条件を遵守していないと認めるとき。 

 ⑶ 虚偽その他不正な方法により使用決定を受けたとき。 

 ⑷ 前条第１項の規定による是正の求めに応じないとき。 

 ⑸ 第８条第１項の規定による申込書の提出を怠ったとき。 

 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、市長が当該使用について不適当であると認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定によりＳＤＧｓロゴマークの使用の承認を取り消したときは、所定の通知

書により使用決定者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により使用決定を取り消されたもの（以下「決定取消者」という。）は、直ち

に、ＳＤＧｓロゴマークの使用を中止しなければならない。 

４ 登録企業等は、当該使用について第１項各号（第３号から第５号までを除く。次項において同

じ。）に該当すると市長が認めるときは、直ちに、ＳＤＧｓロゴマークの使用を中止しなければ

ならない。 

５ 市長は、決定取消者及び前項の規定によりＳＤＧｓロゴマークの使用を中止しなければならな

いこととされた登録企業等（次項において「決定取消者等」という。）に対し、当該使用の中止

に係る使用物件の回収を求めることがある。 

６ 前項の規定による回収に要する費用は、決定取消者等が負担するものとする。 

 （責任の制限等） 

第12条 市は、ＳＤＧｓロゴマークの使用によってＳＤＧｓロゴマークを使用する者に損害が生ず

ることがあっても、その賠償の責めを負わない。ＳＤＧｓロゴマークの使用若しくは条件の変更

の不承認の決定又は使用決定の取消しが行われた場合においても、同様とする。 

２ 市長は、使用者がＳＤＧｓロゴマークの使用によって第三者に与えた損害について、その賠償

の責めその他法律上の一切の責任を負わない。 

３ 使用者は、ＳＤＧｓロゴマークの使用に当たり、自己の責めに帰すべき事由により、市又は第

三者に損害を与えたときは、自己の責任において、その賠償の責めを負うものとする。 

４ 使用者は、ＳＤＧｓロゴマークの使用によって事故又は苦情が発生したときは、自己の責任に

おいて適切な措置を講じ、及び市長にその内容を報告しなければならない。 



 （使用状況の報告） 

第13条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対し、ＳＤＧｓロゴマークの使用の状況又

は実績の報告を求めることがある。 

（様式） 

第14条 この要綱で使用する申込書等の様式は、別に定める。 

 （補則） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱は、令和13年３月31日限り、その効力を失う。 


